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特別史跡平城宮跡の保存・整備と
第一次大極殿の復原について

（１） 特別史跡平城宮跡の保存・整備について

　平城京は，西暦710（和銅３）年に元明天皇が藤原京から遷都し，784（延暦３）年に桓武天皇が長岡京に遷都す

るまでの74年間，政治・文化の中心として栄えた奈良時代の都です。中央北側に平城宮（広さ約１㎞四方）があり，

大極殿と朝堂院などが配置されていました。平城京は廃都後に急速に田畑と化し長らく地下に埋もれていましたが，

幕末から明治時代にかけて保存の機運が高まり，1922（大正11）年に朝堂院大極殿跡が史跡に指定され，現在は約

131㌶が特別史跡に指定され公有化されています。また，1998（平成10）年に「古都奈良の文化財」の構成資産とし

てユネスコの世界遺産一覧表にも記載されています。奈良文化財研究所が1959（昭和34）年から今日まで学術調査

を継続しており，平城宮の構造や変遷が解明されています。文化庁では，学術調査結果を基に1978（昭和53）年「特

別史跡平城宮跡保存整備基本構想」を策定し，平城宮跡全体を「遺跡博物館」として整備・活用すべく整備事業を進め，

朱雀門や東院庭園，推定宮内省などの復原整備が完了しました。また，平城遷都から1300年を迎えた2010（平成

22）年，平城宮で最も重要な第一次大極殿の復原整備が完了しました。これら復原建物などは広く国民に公開してい

ます。文化庁は，今後とも，国土交通省による国営公園整備事業と連携して平城宮跡の一層の保存・活用を図って

いきます。

（２） 第一次大極殿の復原について

　大極殿は，即位式など国家的儀式の際に天皇が出御した建物です。平城宮跡から二つの大極殿が発見されてお

り，奈良時代前半の大極殿を第一次大極殿，後半の大極殿を第二次大極殿と呼んでいます。第一次大極殿の復原は，

1998～ 2000（平成10～ 12）年に実施設計を行い，2001（平成13）年から復原工事に着手し，2010（平成 22）

年に完成しました。第一次大極殿を主会場として，同年４月に皇太子殿下の御臨席を賜り完成記念式典を開催しま

した。また，同年10月に平城遷都1300年記念事業協会の主催による記念祝典が，天皇皇后両陛下の御臨席を仰

ぎ開催されました。復原に際しては，奈良文化財研究所が，発掘調査の成果を基に，文献史料や絵画資料，現存す

る古代建築などを参考に，奈良時代様式（意匠・構造・材料など）を検討し，国が復原工事を行いました。一方，安

全性を確保するために，コンピューターによる構造解析や模型製作などによる検討も行い，基壇内に最新の免震装

置を設置するなど，現行の建築基準法や消防法などの建設関係法令等に適合させるとともに，保護を最優先し遺構

を盛土した上に杭を打たずに建設しました。内部は本来的な機能と空間規模を理解できるように高
たか

御
み

座
くら

（玉座）の実

物大外観模型（総高約7.5ｍ，幅約7.1ｍ）を中央に設置するとともに，小壁には奈良在住の日本画家上村淳之画伯

の手によって，四神，十二支，雲の壁画が描かれ，天井には蓮
れん

華
げ

文
もん

の彩色画を施しました。

【第一次大極殿の施設概要】

　○構造　木造重層入母屋造　○建築面積　1,387㎡　延床面積　858㎡

　○寸法　間口（東西）約44ｍ　奥行（南北）約19.5ｍ

　　棟高（総高）約27.1ｍ

第一次大極殿
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文化芸術振興施策の総合的推進
　平成 13年，文化芸術全般にわたる法律として「文化芸術振興基本法」が制定されました。この法律は，
文化芸術に関する活動を行う人々の自主的な活動を推進することを基本としながら，文化芸術振興に
関する施策の総合的な推進を図り，心豊かな国民生活と活力ある社会の実現に貢献することを目的と
しています。
　文化芸術振興基本法に基づき，政府は，文化芸術振興に関する施策の総合的な推進を図るため，「文
化芸術の振興に関する基本的な方針」（「基本方針」）を策定し，この基本方針に基づき「文化芸術立国」
を目指して文化芸術の振興に取り組んでいます。

－我が国の文化芸術をめぐる状況－
　内閣府「国民生活に関する世論調査」によれば，「物質的にある程度豊かになったので，これからは
心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」と考える国民の割合はおおむね増加傾
向にあり，平成 22 年度では約６割となっています（図表2-6-1）。
　また，内閣府「文化に関する世論調査」（平成 21 年 11 月）によれば，日常生活の中で，優れた文化
芸術を鑑賞したり，自ら文化活動を行ったりすることを「非常に大切」「ある程度大切」と考える国民は，
約９割となっています（図表2-6-2）。

第6章 総論

非常に大切である
28.6%

ある程度大切である
59.8%

わからない 4.4%

全く大切ではない
0.8%

あまり大切では
ない 6.3%

図表2-6-2 日常生活における文化芸術の
体験・活動の重要性

（出典）内閣府「文化に関する世論調査」（平成21年11月）

図表2-6-1 人々の求める豊かさ

（注）心の豊かさ→物質的にある程度豊かになったので，これ
からは心の豊かさやゆとりのある生活をす
ることに重きをおきたい

　　　物の豊かさ→まだまだ物質的な面で生活を豊かにするこ
とに重きをおきたい

（出典）内閣府「国民生活に関する世論調査」（平成22年６月）
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　文化芸術振興のために国に力を入れてほしい事項として，約５割の国民が「子どもたちの文化芸術
体験の充実」を挙げています。それに次いで，約４割の国民が「文化芸術を支える人材の育成」，「文化
財の維持管理に対する支援 」を挙げています（図表2-6-3）。
　文化庁では，基本方針に基づき，子どもたちの文化芸術体験，人材育成，文化財の保存・活用を含め，
文化芸術振興のための諸施策を展開しています。しかしながら，諸外国と比べると文化予算と民間寄
附のいずれもが低い水準となっています（図表2-6-4）。
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　文化芸術は，過去から未来へと受け継がれ，人々に喜びや感動を与えると同時に，経済や国際協力
をはじめ我が国の全ての営みの基盤として極めて重要なものです。
　こうした文化芸術の持つ重要性を考慮し，文化庁では，今後とも文化芸術の振興に努めていくこと
としています。

－文化芸術振興基本法と基本方針－
　文化芸術振興に対する国民の要望の高まりなどを背景に，平成 13 年 11 月，議員立法による文化芸
術振興基本法が成立し，同年 12 月，公布・施行されました。
　この法律は，芸術，メディア芸術，伝統芸能，生活文化，文化財などの文化芸術振興に関する基本
理念を定め，国と地方公共団体の責務を明らかにするとともに，文化芸術振興に関する施策の基本と
なる事項を定めることにより，文化芸術活動を行う者の自主的な活動を促進し，文化芸術振興に関す
る施策の総合的な推進を図ろうとするものです。

図表2-6-3 文化芸術振興のために国に力を入れてほしい事項

（出典）内閣府「文化に関する世論調査」（平成21年11月）
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（複数回答）

特に力を入れるべきものはない

その他

文化振興のための寄附に対する控除など，納税の際の優遇措置

音楽祭・演劇祭・映画祭などの文化的行事の開催

国立博物館・美術館など国を代表する文化施設の整備・充実

日本文化の発信や国際文化交流の推進

世界に通用する高い水準の舞台芸術・伝統芸能等への支援

文化財の維持管理に対する支援

文化芸術を支える人材の育成

子どもたちの文化芸術体験の充実

図表2-6-4 文化予算と寄附額（諸外国との比較）

（出典）文化庁調べ

［注］
１．予算額は，以下のレートで換算。
　１ドル＝94円　　１ポンド＝152円
　１ユーロ＝134円　　　１ウォン＝0.076円
　（H22.１.４付け財務省公表支出官レート採用）

２．アメリカ：①米国芸術基金（NEA）予算，②スミソニアン機構予算，③内務
省国立公園部文化財保護予算の合計（連邦全体の文化政策を担当する省は置
かれておらず，これら３つの機関が文化振興や文化財保護に係る公的資金の
分配を行っている）。アメリカでは，民間からの寄附等を奨励するための税
制優遇措置等が中心であり，政府による直接補助は少なく，国家予算におけ
る文化予算の割合は0.03％程度。

３．イギリス：文化・メディア・スポーツ省の予算額から，観光，スポーツに
係る予算を差し引いたもの。なお，同省の予算額には，王立公園，放送・メ
ディア，文化産業化支援に係るものを含む。

４．フランス：文化・コミュニケーション省の予算額。アーカイブ，文化産
業，芸術教育に係る予算を含む。

５．ドイツ：連邦政府首相府文化メディア庁の予算額。国立図書館，文書館，
メディアに係る予算を含む。

６．韓国：文化体育観光部の予算額から観光，体育に係る予算額を差し引くと
ともに，文化財庁の予算額を加えたもの。文化体育観光部の予算額には，文
化産業及び国立図書館に係るものを含む。

７．GDPに占める寄付割合は，イギリスの非営利団体であるチャリティーズ・
エイド財団（Charities Aid Foundation）の報告書（2006）に基づく。諸外
国の数値は2005年のもの。日本については内閣府経済社会総合研究所調査
（2008年）に基づく。韓国についてはデータが得られていない。

日本韓国ドイツフランスイギリスアメリカ

国家予算に占める文化予算の割合（2009年）

0.24%
（2,194億円） 0.12%

（1,015億円）0.03%
（896億円）

1.67%
（20兆4,000億円）

0.73%
（1兆6,300億円）

0.22%
（6,100億円）

0.14%
（2,900億円）

0.13%
（6,300億円）

GDPに占める寄附(文化芸術以外を含む。)の割合

0.73%
（1,097億円）

（データ無）

0.81%
（3,986億円）

0.39%
（1,512億円）

（　）内は
　　 予算実額

（　）内は寄附額2.0
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　基本方針は，同法に基づき，文化芸術振興に関する施策の総合的な推進を図るため，政府が策定す
るものです。文化庁では，これまで第１次基本方針（平成 14 年 12 月閣議決定），第２次基本方針（平
成 19 年２月閣議決定）に基づき，文化芸術振興に取り組んできました。
　平成 23 年２月８日には，第３次となる基本方針が閣議決定されたところです（参照：第２部第６章
第１節）。

－文化審議会－
　平成 13 年１月の中央省庁等改革により，文化振興に向けた政策立案機能を強化するため，文化庁
に文化審議会が設けられました。文化審議会では，国語分科会，著作権分科会，文化財分科会，文化
功労者選考分科会の４分科会のほかに文化政策部会を設置し，文化の振興や国際文化交流の振興に関
する重要事項などについて幅広い観点から調査審議を行っています。
　文化審議会は，これまでに 10 の答申などを行い，文化庁では，これらを受けて各種施策に取り組
んでいます。
〈これまでの主な答申など〉
　・ 「文化を大切にする社会の構築について－一人一人が心豊かに生きる社会を目指して（答申）」（平
成 14 年４月）

　・「文化芸術の振興に関する基本的な方針について（答申）」（平成 14 年 12 月）
　・「これからの時代に求められる国語力について（答申）」（平成 16 年２月）
　・「今後の舞台芸術創造活動の支援方策について（提言）」（平成 16 年２月）
　・「地域文化で日本を元気にしよう！（報告）」（平成 17 年２月）
　・「文化芸術の振興に関する基本的な方針の見直しについて（答申）」（平成 19 年２月）
　・「敬語の指針（答申）」（平成 19 年２月）
　・「舞台芸術人材の育成及び活用について（報告）」（平成 21 年７月）
　・「改定常用漢字表（答申）」（平成 22 年６月）
　・「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第３次）について（答申）」（平成 23 年１月）

－文化芸術振興のための予算・税制措置－
（予算措置）
　平成 22 年度においては，「豊かな文化芸術の創造と人材育成」「我が国のかけがえのない文化財の
保存・活用等」「我が国の優れた文化の国内外への発信」の三つを柱として，「ソフト」「ヒューマン」
への支援に重点を置いた政策を進めました。
　「豊かな文化芸術の創造と人材育成」では，①文化芸術創造活動への重点支援，②地域の文化活動支
援，③芸術家などの養成・子どもの文化体験の充実を中心とした施策を実施しました。
　「我が国のかけがえのない文化財の保存・活用等」では，文化財の保存修理・防災施設などの充実や，
文化財の整備・活用等の推進を図るとともに，「我が国の優れた文化の国内外への発信」では，①優れ
た舞台芸術・メディア芸術などの戦略的発信，②文化財の国際協力の推進，③外国人に対する日本語
教育の充実，④文化発信を支える基盤整備に取り組みました。
　このほか，日本芸術文化振興会に設けられた芸術文化振興基金では，文化芸術活動に対する幅広い
助成を行っています。
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（税制措置）
　一般に，企業が寄附を行った場合は，当該寄附金について，一定額まで損金算入することが認めら
れています。さらに，芸術の普及向上や文化財などの保存・活用，博物館の設置運営などを主な目的
とする特例民法法人のうち一定の要件を満たすもの等「特定公益増進法人」に対する寄附金について
は，個人の場合には寄附金控除（所得控除），企業などの法人の場合には一般の寄附金の損金算入限度
額に加えて，さらに別枠で損金算入することが認められています。
　特に個人からの寄附に関しては，平成 19 年に寄附金控除の限度額が所得金額の 30%から 40%に引
き上げられ，22 年には寄附金控除の適用下限額が５千円から２千円に引き下げられるなど，文化芸術
団体に対する支援をより行いやすいよう措置されています。
　文化財の分野でも，重要文化財などとして指定，選定，登録された家屋やその敷地については，固
定資産税を非課税や２分の１課税とするなど，所有者が文化財を適切に管理する上で必要な税制上の
優遇措置を講じています。また，重要文化財を国や地方公共団体などへ譲渡した場合は所得税が非課
税（史跡などに指定された土地については，特別控除）となり，建造物（登録有形文化財・重要伝統的
建造物群保存地区内の伝統的建造物を含む。）及びその敷地については，相続税額の算出において，一
定の評価減を行うこととされています。また，平成 21・22 年度の措置として，公益社団・財団法人
が所有する重要無形文化財の公演のための施設について固定資産税・不動産取得税・都市計画税が２
分の１課税となっています。
　さらに，優れた美術品の美術館・博物館における公開を促進するために，登録美術品として登録さ
れた美術品については，相続税の物納の特例措置が設けられています。

図表2-6-5 平成22年度文化庁予算（分野別）

文化財保護の充実
63,050（61.8%）

芸術文化の振興
36,263
（35.5%）

新進芸術家等の養成・
子どもの文化体験充実
６,８０４（６.７%）

舞台芸術の振興等
４,５６８（４.４%）

国立美術館運営費等
１２,５５８（１２.３%）

その他
４,２６１
（４.２%）

文化財の保存修理・
防災施設等

１０,７５５（１０.５%）

記念物等の保存・
活用

２５,１５１（２４.７%）

文化財の整備・
活用等の推進
３,４１５（３.４％）

伝統芸能等の伝承
１０,６３８（１０.４%）

国立文化財機構
運営費等
１２,１８４
（１１.９%）

その他　
９０７（０.９%）

文化芸術創造活動
への重点支援
5,328（5.2%）

地域の文化活動支援
2，744（2.7%）

（単位：百万円）

その他
2,711
（2.7%）

平成22年度
予　算　額

102,024百万円
（100.0%）
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第 1 節  第３次基本方針の策定と新たな制度の構築
1 第３次基本方針の策定
　第３次基本方針の策定に向けては，平成 22 年２月 10 日，川端文部科学大臣（当時）より文化審議会
（会長：西原鈴子 元東京女子大学教授）に対して「文化芸術の振興のための基本的施策の在り方につい
て」諮問が行われ，これを受けて，同審議会文化政策部会（部会長：宮田亮平 東京藝術大学長）において，
約１年にわたる精力的な審議を重ねました。
　平成 23 年１月 31 日の文化審議会総会において「文化芸術の振興に関する基本的な方針（第３次）に
ついて」答申が行われ，同年２月８日には，同答申を踏まえた第３次基本方針（対象期間：23 年度～
27 年度のおおむね５年間）が閣議決定されたところです。
　文化庁では，今後，第３次基本方針に示された「文化芸術振興に当たっての基本的視点」を重視し，「六
つの重点戦略」を強力に推進するなど，新たな「文化芸術立国」の実現に向けて関係施策の一層の充実
に努めていきます。

2 第３次基本方針に関わる新たな制度の構築
（1） 新たな支援手法の導入
　文化芸術団体への支援については，これまで，１公演ごとに，出演費，会場費，宣伝費などの支援
対象経費の１／３以内かつ自己負担の範囲内で支援を行ってきました。しかし，自己収入を増やすと
支援額が減少するため，文化芸術団体が公演収入を増加させるインセンティブが働かないという課題
がありました。
　このため，文化庁では，文化芸術団体が公演収入を増加させるインセンティブを向上させるととも
に，優れた芸術創造活動に専念できるよう支援方法を見直し，第３次基本方針に沿って，以下の観点
に基づく文化芸術活動への新たな支援を平成 23 年度から実施することとしました。
（新たな支援の仕組みのポイント）
① 公演本番に必要な出演料，会場費などについてはチケット収入などの自己収入で賄い，支援は，脚
本や演出，稽古などの公演以前の芸術創造活動に必要な費目に限定
② 一定期間を見越し，安定した芸術創造活動を実施できるよう，１事業単位の支援を行うだけでなく，
年間の優れた芸術創造活動を総合的に支援する年間事業支援の仕組みの導入
③年間事業支援を受ける団体については，概算払制度の導入
　なお，文化芸術への支援策をより有効に機能させるため，日本芸術文化振興会における専門家によ
る審査，事後評価，調査研究等の機能を大幅に強化し，諸外国のアーツカウンシルに相当する新たな
仕組みの導入に向けた検討を始めました。

（2） 美術品補償制度の導入等
　美術品補償制度とは，展覧会を開催するために海外の美術館などから借り受けた作品に万一損害が
発生した場合に，その損害を政府が補償するものです。
　従来，美術品の損害に対する補償は展覧会の主催者が損害保険をかけて対応していました。しかし
近年は，美術品の評価額や保険料率が大きく上昇し，その保険料が高騰したため，主催者による負担
が困難になってきています。その結果，我が国において，世界を巡回する大規模な展覧会の開催を断
念したり，借り受ける作品の数を減らして展覧会の規模を縮小したりするような事態が生じています。
これらを踏まえ，文化庁において，展覧会の主催者の保険料負担を軽減し，展覧会の開催を支援する
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図表2-6-6 第3次基本方針の概要
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美術品補償制度に関する検討が進められ，平成 22 年 10 月，美術品補償制度を創設する「展覧会にお
ける美術品損害の補償に関する法律案」が第 176 回臨時国会に提出されました。同臨時国会では，こ
の法律案は継続審査となりましたが，23 年３月，第 177 回通常国会において全会一致で可決され，同
年４月に公布，同年６月に施行されました。この法律の成立によって，今後，展覧会の主催者の保険
料負担が軽減され，広く全国で安定的・継続的に優れた展覧会が開催されるようになることが期待さ
れます。
　なお，同じく平成 23 年３月，議員立法として，海外の美術品等に対する強制執行などの禁止の措
置を定めるとともに，国の美術館などの施設の整備・充実などについて定める「海外の美術品等の我
が国における公開の促進に関する法律」が成立，同年４月に公布されました。この法律の成立によって，
従来は強制執行などの禁止措置が担保されていないために借り受けることが困難であった海外の美術
品などを公開する展覧会の開催が可能となり，前述の美術品補償制度と合わせて，国民が世界の多様
な文化に接する機会の増大が図られることが期待されます。

（3） 国立文化施設等の在り方
　平成 22 年４月，内閣府の行政刷新会議により行われた事業仕分け第２弾では，国立美術館と国立
文化財機構の美術品収集などについて，事業規模は拡充（機動的な美術品購入などが可能となる仕組
みなど，適切な制度の在り方を検討。ただし国の負担を増やさない）との評価が行われました。
　これを受け，文化庁では，平成 22 年９月以降，「国立文化施設等に関する検討会」を開催し，国立
文化施設等４法人（国立美術館，国立文化財機構，日本芸術文化振興会，国立科学博物館）の今後の望
ましい運営の在り方について，有識者による議論を積極的に行ってきました。同検討会では，７回に
わたり議論を深め，同年 12 月，その成果を「論点整理」としてとりまとめました。この「論点整理」では，
国立文化施設等が，予算・人員の削減により使命達成や「国の顔」の機能が損なわれつつあり，存立基
盤が危機的状況にあるとの認識の下，新たな法人制度の創設も視野に入れた運営の在り方の見直しに
ついて提言されています。
　今後は，行政刷新会議を中心に，政府全体で独立行政法人の制度・組織の見直しの検討が進められ
ることから，その検討に本提言内容を適切に反映することができるよう努めるとともに，同会議とも
連携しつつ，より詳細な制度設計に向けて検討を深めていくこととしています。

第 2 節  芸術創造活動の推進
1 芸術創造活動の活性化支援
（1） 優れた芸術活動への重点的支援
　文化庁では，我が国の文化芸術の振興を図るため，芸術水
準向上の直接的な牽引力となる，音楽，舞踊，演劇，伝統芸
能，大衆芸能の各分野の公演や，優れた劇映画，記録映画の
製作に対し支援するとともに，我が国のトップレベルの芸術
団体と国内各地の劇場が共同で制作するオペラなどの舞台芸
術公演に対して重点的に支援を行っています。

（2） 芸術文化振興基金
　芸術文化振興基金は，すべての国民が芸術文化に親しみ，自らの手で新しい文化を創造するための

谷桃子バレエ団創立 60周年記念公演「レ・ミゼラブル」
主催　有限会社　谷桃子バレエ団研究所
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環境の醸成とその基盤の強化を図る観点から，安定的・継続的に多様な芸術文化活動に援助を行うこ
とを目的として，平成２年３月に設けられました。約 653 億円（政府からの出資金約 541 億円，民間
からの出えん金約 112 億円）の基金を運用しています。
　なお，芸術文化の振興を図るために，寄附金を募り，その拡大に努めています。
　〈芸術文化振興基金からの助成額（平成 21 年度）〉
　　○芸術家や芸術団体が行う芸術の創造又は普及を図るための活動　８億 4,290 万円
　　○地域の文化の振興を目的として行う活動　２億 5,160 万円
　　○文化に関する団体が行う文化の振興又は普及を図るための活動　１億 950 万円

2 新進芸術家などの人材育成
　世界で活躍する新進芸術家等を育成するため，美術，音楽，舞踊，演劇などの各分野において，研修・
発表の場を提供するとともに，文化芸術活動を支えるアートマネジメント人材の育成をはじめ，芸術
団体などが行う育成事業などへの支援の充実を図っています。特に，新進芸術家海外研修制度では，
これまで多数の優秀な芸術家を輩出しています。

図表2-6-7 新進芸術家の海外研修（新進芸術家海外研修制度）のこれまでの派遣者の例

奥谷　博
森下　洋子
絹谷　幸二
佐藤　しのぶ
野田　秀樹
諏訪内　晶子
野村　萬斉
崔　洋一
鴻上　尚史
平山　素子　
長塚　圭史

（美術：洋画　昭和42年度)　 
（舞踊：バレエ　昭和50年度）
（美術：洋画　昭和52年度）
（音楽：声楽　昭和59年度）
（演劇：演出　平成４年度）
（音楽：器楽　平成６年度）
（演劇：狂言師　平成６年度）
（映画：監督　平成８年度）
（演劇：演出　平成９年度）
（舞踊：モダンダンス　平成13年度）
（演劇：演出・劇作・俳優　平成20年度）

図表2-6-8 世界に羽ばたく新進芸術家等の人材育成

①新進芸術家の海外研修
　（新進芸術家海外研修制度）

②新進芸術家の人材育成
　（新進芸術家育成公演等事業）

（芸術団体人材育成支援事業）

美術，音楽，舞踊，演劇等の各分野における新進芸術家の海外の大学や芸術団体等への研修を支
援することにより，実践的な研修の機会を提供しています。
１年派遣，２年派遣，３年派遣，特別派遣（80日間）があり，平成22年度は，１年派遣：70名，
２年派遣：９名，３年派遣：２名，特別派遣：14名，15歳以上18歳未満の部：１名の96名を派
遣しています。

新進芸術家海外研修制度により研修を行った若手芸術家に研修成果を発表する機会を提供すると
ともに，各芸術団体の新進芸術家にも発表の機会を提供しています。
平成22年度の公演事業
　〈美術分野〉「DOMANI・明日展2010」
　〈音楽分野〉「明日を担う音楽家たち2011」
　〈舞踊分野〉「バレエ・アステラス☆2010 ～海外で活躍する
　　　　　　　　日本人バレエダンサーを迎えて～」
　〈演劇分野〉「男は男だ」
        　   　  「日本の劇」戯曲賞「オトカ」

芸術団体，大学等の教育機関等が行う人材育成・調査研究事業等を支援しています。
平成22年度支援実績
　〈人材育成・普及活動〉  118件
　〈調査研究・情報交流〉    20件
　〈伝統芸能等人材確保〉    12件
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3 芸術祭の開催
　芸術祭は，内外の優れた芸術作品を鑑賞する機会を広く一般に提供するとともに，芸術の創造とそ
の発展を図ることを目的に，昭和 21 年度から毎年秋に開催しています。
　平成 22 年度は，皇太子同妃両殿下の御臨席の下，芸術祭祝典として，「国際音楽の日記念　アジア
を結ぶ獅子たち　－権現の来た道」を上演し，オペラ，演劇，音楽，能楽，文楽，歌舞伎，邦舞，アジア・
太平洋地域の芸能などの主催公演を実施しました。演劇，音楽，舞踊，大衆芸能の参加公演部門とテ
レビ，ラジオ，レコードの参加作品部門では，それぞれの部門に設置した審査委員会で審査を行い，
優れた公演・作品に対して文部科学大臣から芸術祭大賞などが授与されました。

4 企業からの文化発信の取組への支援
（1） メセナ活動への支援
　公益社団法人企業メセナ協議会は，企業によるメセナ（芸術文化支援）活動の推進のため，芸術文化
支援を行う企業相互の連携を図ることを目的として平成２年に設立されました。同協議会は，主要事
業の一つとして，民間の芸術文化支援を促進する「助成認定制度」を実施しています。この制度の認定
を受けた文化芸術活動に対して寄附を行う場合，個人の場合には所得控除，企業などの法人の場合に
は一般の寄附金とは別枠での損金算入が認められます（図表2-6-9）。
　この制度を利用して，平成 21 年度には，180 件の芸術活動が認定を受け，法人・個人から 1,474 件，
約７億 4,431 万円の寄附が同協議会を通じて行われました。

図表2-6-9 企業メセナ協議会の助成認定制度

芸術活動をおこなう
団体・個人

審査委員会
企業メセナ協議会

支援依頼

支援者
（企業・個人）

内諾

申請

認定

助成金 寄附金

（2） 企業の取組の顕彰
　文化庁では，公益社団法人企業メセナ協議会との連携の下，企業で働く人々や，地域住民，子ども
たちに芸術文化活動への参加の機会を提供することなどにより，企業を取りまく人々の「文化力」の向
上を図る企業の取組に対して表彰を行っています。

第 3 節  映画・メディア芸術の振興
1 日本映画の振興
　映画は，演劇，音楽や美術などの諸芸術を含んだ総合芸術であり，国民の最も身近な娯楽の一つと
して生活の中に定着しています。また，ある時代の国や地域の文化的状況の表現であるとともに，そ
の文化の特性を示すものです。さらに，映画は海外に向けて日本文化を発信する上でも極めて効果的
な媒体であり，有力な知的財産として位置付けられています。
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●全国ロケーションデータベースシステム（JLDB）
（参照：http://www.jldb.bunka.go.jp/）

●日本映画情報システム（JCDB）
（参照：http://www.japanese-cinema-db.jp/）

　文化庁では，平成16年度から総合的な日本映画の振興施策を実施しており，①日本映画の創造・交流・
発信，②若手映画作家等の育成，③日本映画フィルムの保存継承を推進しています（図表2-6-10）。
　具体的には，日本映画の製作支援，映画関係者によるシンポジウムなどの創作活動や交流の推進，
日本映画の海外映画祭への出品支援やアジアにおける日本映画特集上映など海外への日本文化発信，
短編映画作品製作による若手映画作家育成事業などの人材育成を通して，我が国映画の一層の振興に
取り組んでいます。
　また，日本映画に関する情報提供を通じてこれらの活動を促進するため，データベースの整備も進
めています。

図表2-6-10 日本映画の振興

多くの人々に支持され親しまれている総合芸術であり，かつ海外への日本文化発信の有効な媒体である日本映画の振興を進める。

我が国の存在感を高める日本映画の振興と日本文化の理解の促進

日本映画の創造・交流・発信

自律的な創造サイクルの確立

人材の育成と社会的認知の向上 映画フィルムの保存・継承

①芸術創造活動特別推進事業（映画製作への支援）
②フィルムコミッションの活動支援
③ロケーションに係るデータベースの運営
④文化映画賞

若手映画作家等の育成
①短編映画作品支援による若手映画作家の育成
②映画関係団体等の人材育成事業の支援

我が国の映画フィルムの保存・継承
フィルムセンター機能充実経費
（参考）
フィルムセンター相模原分館増築
・施設　3,035百万円（平成21年度第一次補正）
・設備　  996百万円（平成22年予算額）

⑤海外映画祭への出品等支援
⑥全国映画祭会議
⑦アジアにおける日本映画特集上映事業
⑧「日本映画情報システム」の整備

2 アニメーション，マンガなどのメディア芸術の振興
　アニメーション，マンガ，ゲームなどのメディア芸術は広く国民に親しまれ，新たな芸術の創造や
我が国の芸術全体の活性化を促すとともに，海外から高く評価され，我が国への理解や関心を高めて
います。文化庁では，メディア芸術の一層の振興を図るため，創作活動への支援，普及，人材育成な
どに重点を置き，文化庁メディア芸術祭をはじめとした様々な取組を行っています。その一つの柱で

http://www.jldb.bunka.go.jp/
http://www.japanese-cinema-db.jp/
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ある文化庁メディア芸術祭は，平成 22 年度には 14 回目を迎え，2,645 作品もの応募があり，そのう
ち 694 作品は，海外 48 の国と地域からの募集でした。「アート」「エンターテインメント」「アニメー
ション」「マンガ」の四つの部門ごとに大賞１作品，優秀賞４作品，奨励賞１作品を顕彰するとともに，
メディア芸術の振興に寄与した方に功労賞を贈呈しました。

　受賞作品は，毎年２月に東京・六本木の国立新美術館
で展示しています。また，地方において優れたメディア
芸術を鑑賞する機会を提供する「文化庁メディア芸術祭
地方展」（平成 22 年度：京都府・岡山県）や，日本のメ
ディア芸術を海外の方々により深く知っていただくため
の「文化庁メディア芸術祭海外展」（22 年度：トルコ（イ
スタンブール））などを開催しています。
　このほか，インターネット上に「メディア芸術プラザ」
を開設し，メディア芸術祭受賞作品や受賞作者の紹介，
メディア芸術関連の各種シンポジウムなどの情報を掲載
しています。

アート部門大賞「Cycloid-E」
作者：Michel DECOSTERD / Andre DECOSTERD（Cod.Act）

ⓒ Cod.Act

エンターテインメント部門大賞「IS Parade」
作者：林 智彦／千房 けん輔／小山 智彦

ⓒ KDDI 株式会社

アニメーション部門大賞「四畳半神話大系」
作者：湯浅 政明
ⓒ四畳半主義者の会

マンガ部門大賞「ヒストリエ」
作者：岩明 均
ⓒ岩明均／講談社

●メディア芸術プラザ
（参照：http://plaza.bunka.go.jp/）

http://plaza.bunka.go.jp/
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第 4 節  子どもたちの文化芸術活動と
地域における文化芸術の振興

1 子どもたちの文化芸術活動の推進
　文化庁では，子どもたちが，優れた文化芸術に直接触れたり創造活動に参加したりすることにより，
多くの感動体験を得て感受性豊かな人間として成長するように，以下の施策を実施しています。

（1） 子どものための優れた舞台芸術体験事業
　子どもたちが優れた舞台芸術を鑑賞するとともに，文化芸術団体などによる実演指導，ワークショ
ップに参加し，更にはこれらの団体と本番の舞台で共演するなど，文化芸術に身近に触れる機会を提
供する「子どものための優れた舞台芸術体験事業」を実施しています（平成 22 年度は文化芸術団体によ
る巡回公演を 1,582 公演，学校への芸術家派遣を 1,301 カ所で実施）。

（2） 伝統文化こども教室事業
　次代を担う子どもたちに対し，土・日曜日などに学校，文化施設などを拠点とし，民俗芸能，工芸
技術，邦楽，日本舞踊，武道，茶道，華道などを計画的，継続的に体験・修得できる機会を提供する「伝
統文化こども教室事業」を実施しました。

（3） 全国高等学校総合文化祭
　高校生に文化部活動の成果発表の機会を提供し，創造活動の推進と相互の交流を深めるため，「全
国高等学校総合文化祭」（平成 22 年度は８月１日から８月５日まで宮崎県で開催），「全国高等学校総
合文化祭優秀校東京公演」（22 年度は８月 28 日，29 日に開催）を毎年実施しています。

2 地域における文化芸術活動への支援
　文化庁では，優れた文化芸術に身近に接することができ，地域に根付いた文化芸術活動が活発に行
われるようにするため，個性豊かな文化芸術の振興，文化芸術を支える人材育成など，地域における
文化芸術の振興を図っています。

（1） 優れた劇場・音楽堂からの創造発信事業
　優れた舞台芸術の創造・発信を自ら行うことができる劇場・音楽堂が各地で発展し，地域の文化芸
術活動の活性化と住民の鑑賞機会の充実を図るため，劇場・音楽堂が中心となり地域住民や芸術関係
者等と共に取り組む，音楽，舞踊，演劇などの舞台芸術の制作，教育普及，人材育成などを支援して
います（平成 22 年度支援実績：92 件）。

（2） 地域の芸術拠点形成事業
　地域住民にとって身近な文化芸術活動の場，ハイレベルな舞台芸術作品などを鑑賞する場である文
化会館などのうち，地域の拠点となりうるものに対して，自主企画・制作公演，アートマネジメント
人材育成，情報提供など多角的に支援することで，文化芸術による地域の活力と創造的な発展を促し
ています（平成 22 年度採択施設数：36 施設）。
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（3） 地域伝統文化総合活性化事業
　平成 22 年度においては，新たに「地域伝統文化総合活性化事業」として，地域に伝わる伝統文化の
活性化や復興などのため，各地域の主体的，総合的な取組を支援することにより，有形・無形の歴史
的な文化遺産を活かしたまちづくりや伝統文化の確実な継承と地域の活性化を図りました。

（4） ふるさと文化再興事業
　地域において守り伝えられてきた祭礼行事，民俗芸能，伝統工芸などの個性豊かな伝統文化の継承・
発展を図るため，都道府県が策定した計画に基づき，伝統文化保存団体などが実施する①伝承者等の
養成，②用具等の整備，③映像記録等の作成の事業に対して支援しました。

（5） 国民文化祭
　国民の文化芸術活動への参加機運を高めるとともに，地域や世代を超えた文化交流の輪を広げてい
くため，全国規模の文化の祭典である国民文化祭を都道府県などとの共催で毎年開催しています（平
成 22 年度は 10 月 30 日から 11 月７日まで岡山で開催）。

3 文化芸術創造都市の推進
　近年，美しい景観や自治体固有の文化的環境を生かすことにより，住民の創造性を育むとともに，
新しい産業やまちのにぎわいに結びつけることを目指す自治体が増えてきました。文化庁は，このよ
うに都市政策の中心に文化政策を据える自治体を応援するため，平成 19 年度に表彰制度を創設しま
した（図表2-6-11）。
　平成21年度からは，「文化芸術創造都市」に取り組む自治体やその関係者を対象とし，情報収集・提供，
研修の実施などを通じた国内の文化芸術創造都市ネットワークの構築に取り組んでいます。また，22
年度からは，文化芸術の持つ創造性を領域横断的に活用し，自治体や市民（文化ボランティア，アー
トNPOなど），企業などが協働して地域課題の解決を図ろうとする先駆的かつ多様な取組を支援・促
進する「文化芸術創造都市モデル事業」を新たに実施しています。

図表2-6-11 文化庁長官表彰（文化芸術創造都市部門）受賞都市一覧

平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度平成 19年度
横浜市（神奈川県）
金沢市（石川県）
近江八幡市（滋賀県）
沖縄市（沖縄県）

札幌市（北海道）
豊島区（東京都）
篠山市（兵庫県）
萩市（山口県）

東川町（北海道）
仙台市（宮城県）
中之条町（群馬県）
別府市（大分県）

水戸市（茨城県）
十日町市・津南町（新潟県）
南砺市（富山県）
木曽町（長野県）
神戸市（兵庫県）

第 5 節  文化財の保存と活用
1 文化財保護制度の概要
　我が国には，人間と自然とのかかわりの中で生まれ，地域の風土や生活を反映し，他国の文化との
交流を通じて育まれてきた豊かで伝統的な文化が存在します。それらは，現代を生きる私たちに，我
が国の歴史や古くからの生活の様子を伝えると同時に，その根底にある知と技を伝え，日々の暮らし
に精神的な豊かさや感動，生きる喜びを与えてくれます。また，地域で継承されてきた伝統的な文化は，
人々の手によって掘り起され，再認識されることにより，地域の人々の心のよりどころとして連帯感
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を育み，共に生きる社会の基盤を形成する役割を担っています。
　文化財は，このような伝統的な文化が結実した一つの形であり，我が国の歴史や文化の理解に欠く
ことのできない貴重な資産であるとともに，現在・将来の社会の発展向上のために無くてはならない
ものです。その意味においても，文化財は，将来の地域づくりの核ともなるものとして，次世代に確
実に継承していくことが求められます。
　このため，国は，文化財保護法に基づき，文化財のうち重要なものについて指定などを行い，現在
の状態からの変更，修理，輸出などに一定の制限を行うことで保存を図っています。そのため，有形
の文化財については保存修理，防災，買上げ，無形の文化財については伝承者養成，記録作成などに
対して助成などを行うことで，所有者の負担の軽減を図っています。

図表2-6-12 国指定等文化財の件数

（出典）文化庁調べ

【指　　定】
１．国宝・重要文化財 平成 23年 3月 31日現在

【選　　定】
１．重要文化的景観

（注）　重要文化財の件数は，国宝の件数を含む。

絵　　　画
彫　　　刻
工　芸　品
書跡・典籍
古　文　書
考 古 資 料
歴 史 資 料

種　別　／　区　分 国　　　　宝 重　要　文　化　財

計

美

術

工

芸

品

建 造 物
合 計

２．史跡名勝天然記念物

（注）　史跡名勝天然記念物の件数は，特別史跡名勝天然記念物の件数を含む。

60
30
72
162

39
43
82

56   （56）
59   （58）
115（114）

12
14
26

12
14
26

1,655
322
944
2,921

特 別 史 　 跡
特 別 名 　 勝
特 別 天 然 記 念 物

計

芸 能
工 芸 技 術

計

史 跡
名 勝
天 然 記 念 物

計

３．重要無形文化財

（注）　保持者には重複認定があり，（　　　）内は，実人員数を示す。

（注）　保存団体には重複認定があり，（　　）内は実団体数を示す。

各 個 認 定 保 存 団 体 等 認 定
指 定 件 数 保 持 者 数 指 定 件 数 保持団体等数

45 5167

保 持 者選 定 件 数 保 存 団 体
件 数 人 数

29 31（29）
件 数 人 数

４．重要有形民俗文化財 211　　件

５．重要無形民俗文化財 272　　件

24　　件

２．重要伝統的建造物群保存地区 88　地区

【登　　録】
１．登録有形文化財（建造物） 8,331　　件

２．登録有形文化財（美術工芸品） 11　　件

３．登録有形民俗文化財 21　　件

４．登録記念物 55　　件

３．選定保存技術

158
126
252
223
60
44
3

866
216（264 棟）
1,082

1,969
2,647
2,422
1,876
734
578
161

10,387
2,374（4,404 棟）
12,761
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図表2-6-13 文化財保護の体系

文化財の種類 重要なもの 特に価値の高いもの
有形文化財

無形文化財

登録有形文化財

重要無形文化財

重要無形民俗文化財

重要有形民俗文化財

登録有形民俗文化財

民俗文化財

文 化 財

記 念 物

文化的景観

伝統的建造物群

文化財の保存技術

埋 蔵 文 化 財

史 跡 特 別 史 跡

特 別 名 称

特 別 天 然 記 念 物

名 勝

天然記念物

登録記念物

重要文化的景観

選 定 保 存 技 術

伝統的建造物
群 保 存 地 区

重要伝統的建造物
群 保 存 地 区

重要文化財 国 宝（指定）

（指定）

（指定）

（指定）

（指定）

（登録）

（登録）

（登録）

（指定）
【建造物】
【美術工芸品】絵画・彫刻・工芸品・書跡・典籍・古文書・考古資料・歴史資料等
　　　　　　   ※　重要なものを重要文化財に，世界文化の見地から価値の高いもので，たぐ

いない国民の宝たるものを国宝に指定

【建造物】 ※　保存と活用が特に必要なものを登録
【美術工芸品】

【演劇・音楽・工芸技術等】   　　※　重要なものを重要無形文化財に指定

記録作成等の措置を講ずべき無形文化財
※　特に必要のあるもの

（選定）

（選定）

（選定）

※　特に重要なものを重要無形民俗文化財に指定

※　保存と活用が特に必要なものを登録

※　保存と活用が特に必要なものを登録

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財
※　特に必要のあるもの

※　重要なものを史跡に，特に重要なものを特別史跡
に指定

（指定）

（指定）

※　重要なものを天然記念物に，特に重要なものを特
別天然記念物に指定

※  我が国にとって価値が特に高いものを重要伝統的
建造物群保存地区として選定

※保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術
として選定 

※　重要なものを名勝に，特に重要なものを特別名勝
に指定

※　特に重要なものを重要有形民俗文化財に指定
【無形の民俗文化財】      
　衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する風俗慣習・民俗芸能・民俗技術
【有形の民俗文化財】
   無形の民俗文化財に用いられる衣服・器具・家具等

【遺跡】
　貝塚・古墳・都城跡・
　旧宅等
【名勝地】
　庭園・橋梁・峡谷・海浜
　・山岳等
【動物・植物・地質鉱物】

【地域における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成された景観地】
　 棚田・里山・用水路等

【周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群】
   宿場町・城下町・農漁村等

【文化財の保存に必要な材料
　製作，修理，修復の技術等】　  

都道府県又は
市町村の申出
に基づき選定

市町村が
条例等に
より決定

市町村の
申出に基
づき選定
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2 有形文化財の保存と活用
（1） 有形文化財とは
　建造物，絵画，工芸品，彫刻，書跡，典籍，古文書，考古資料，歴史資料などの有形の文化的所産で，
我が国にとって歴史上，芸術上，学術上価値の高いものを総称して有形文化財と呼んでいます。この
うち，「建造物」以外のものを「美術工芸品」と呼んでいます。

（2） 国宝，重要文化財の指定等
　国は，有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定し，さらに世界文化の見地から特に価値の
高いものを国宝に指定して保護しています。また，近年の国土開発や都市計画の進展，生活様式の変
化などにより，社会的評価を受ける間もなく消滅の危機にさらされている多種多様な近代などの有形
文化財については登録という手法で緩やかに保護しています。

30
No.

文化財保護強調週間について
　毎年11月１日から７日までの１週間は「文化財保護強調週間」
です。平成22年度で57回目となるこの期間中には，文化財に親し
むことを目的として，文化財所有者，都道府県・市町村の教育委

員会の協力のもと，全国で歴史的建造物や美
術工芸品の公開，史跡めぐり，伝統芸能発表
会などの様々な行事が開催されています。
　また，文化財保護法施行60周年に当たる平
成22年度には，ロゴマークを公募により決定
するとともに，文化財保護強調週間中に記念
フォーラムを開催しました。

文化財保護法施行60周年記念フォ－ラム
特別実演「チャッキラコ」（重要無形民俗
文化財）の様子文化財保護強調週間のロゴマーク
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に嘉元三年三月
　　　仏

ぶっ

師
し

上
こう

野
づけの

法
ほっ

橋
きょう

，但
たじ

馬
ま

房
ぼう

の墨書がある
　　　　　　　　　亜

あ

欧
おう

堂
どう

田
でん

善
ぜん

筆
ひつ

　紙
し

本
ほん

著
ちゃく

色
しょく

浅
あさ

間
ま

山
やま

図
ず

 一隻
　　　　　　　　　六曲屏風

　　　　　　　　　　前
まえ

田
だ

青
せい

邨
そん

筆
ひつ

　絹
けん

本
ぽん

著
ちゃく

色
しょく

洞
どう

窟
くつ

の頼
より

朝
とも

 一隻
　　　　　　　　　　二曲屏風

　絹
けん

本
ぽん

著
ちゃく

色
しょく

法
ほう

然
ねん

上
しょう

人
にん

絵
え

伝
でん

 二幅

　絹
けん

本
ぽん

著
ちゃく

色
しょく

釈
しゃ

迦
か

三
さん

尊
ぞん

十
じゅう

八
はち

羅
ら

漢
かん

図
ず

 三幅
　　　　　　　　　狩

かのう

野孝
たか

信
のぶ

筆
ひつ

　絹
けん

本
ぽん

著
ちゃく

色
しょく

賢
けん

聖
じょう

障
のそう

子
じ

 二十面

〔彫刻の部〕
　木

もく

造
ぞう

伽
が

藍
らん

神
じん

像
ぞう

 五軀
　木

もく

造
ぞう

菩
ぼ

薩
さつ

坐
ざ

像
ぞう

 二軀
　木

もく

造
ぞう

能
のう

狂
きょう

言
げん

面
めん

 五十三面
　木

もく

造
ぞう

地
じ

蔵
ぞう

菩
ぼ

薩
さつ

立
りゅう

像
ぞう

 一軀
木
もく

造
ぞう

釈
しゃ

迦
か

如
にょ

来
らい

及
および

両
りょう

脇
きょう

侍
じ

像
ぞう

（三
さん

門
もん

安
あん

置
ち

） 三軀
　　　中尊像内に元和六年十二月，七

しち

条
じょう

大
だい

仏
ぶっ

師
し

　　　法
ほう

眼
げん

康
こう

猶
ゆう

の銘がある
　木

もく

造
ぞう

十
じゅう

六
ろく

羅
ら

漢
かん

坐
ざ

像
ぞう

（所
しょ

在
ざい

三
さん

門
もん

） 十六軀
　　　内二軀の像内に元和六年閏十二月，
　　　同七年二月，七

しち

条
じょう

大
だい

仏
ぶっ

師
し

康
こう

如
にょ

の銘がある
　　　　　　　　　快慶作　木

もく

造
ぞう

地
じ

蔵
ぞう

菩
ぼ

薩
さつ

立
りゅう

像
ぞう

 一軀
　　　足

あしほぞ

に巧
こう

匠
しょう

法
ほう

眼
げん

快
かい

慶
けい

，開
かい

眼
げん

行
ぎょう

快
かい

の銘がある
　銅

どう

造
ぞう

如
にょ

来
らい

立
りゅう

像
ぞう

 一軀

木造地蔵菩薩立像

　木
もく

造
ぞう

菩
ぼ

薩
さつ

坐
ざ

像
ぞう

 一軀

〔工芸品の部〕
　鼠
ねずみ

志
し

野
の

草
そう

花
か

文
もん

鉢
はち

 一口
　比

ひ

良
ら

山
さん

蒔
まき

絵
え

硯
すずり

箱
ばこ

 一合
　　　見込に塩

しお

見
み

政
まさ

誠
なり

の朱漆銘がある
　黒

くろ

綸
りん

子
ず

地
じ

波
なみ

鴛
おし

鴦
どり

文
もん

様
よう

小
こ

袖
そで

 一領
　奈

な

良
ら

三
さん

彩
さい

壺
つぼ

 一口

〔書跡・典籍の部〕
　是

これ

則
のり

集
しゅう

 一帖
　春

かす

日
が

懐
かい

紙
し

（紙
し

背
はい

春
かす

日
が

本
ぼん

万
まん

葉
よう

集
しゅう

） 二十三枚
　高

こう

麗
らい

版
ばん

貞
じょう

元
げん

新
しん

訳
やく

華
け

厳
ごん

経
きょう

疏
しょ

巻
まき

第
だい

十
じゅう

 一巻
　斎

さい

宮
ぐうの

女
にょう

御
ご

集
しゅう

（唐
から

紙
かみ

） 一帖
　宝

ほう

要
よう

抄
しょう

 一巻

〔古文書の部〕
　平

へい

城
じょう

宮
きゅう

跡
せき

内
ない

膳
ぜん

司
し

推
すい

定
てい

地
ち

出
しゅつ

土
ど

木
もっ

簡
かん

 四百八十三点
　加

か

賀
が

郡
ぐん

牓
ぼう

示
じ

札
ふだ

（石
いし

川
かわ

県
けん

加
か

茂
も

遺
い

跡
せき

出
しゅつ

土
ど

） 一枚
　氏

うじ

経
つね

卿
きょう

神
しん

事
じ

記
き

 一冊
　氏

うじ

経
つね

卿
きょう

引
ひき

付
つけ

 七冊

〔考古資料の部〕
　岩

いわ

手
て

県
けん

平
ひら

泉
いずみ

遺
い

跡
せき

群
ぐん

（柳
やなぎ

之
の

御
ご

所
しょ

遺
い

跡
せき

）出
しゅつ

土
ど

品
ひん

 一括
　岩

いわ

手
て

県
けん

平
ひら

泉
いずみ

遺
い

跡
せき

群
ぐん

出
しゅつ

土
ど

品
ひん

 一括
　石

いし

川
かわ

県
けん

御
お

経
きょう

塚
づか

遺
い

跡
せき

出
しゅつ

土
ど

品
ひん

 一括
　島

しま

根
ね

県
けん

出
いず

雲
も

大
おお

社
やしろ

境
けい

内
だい

遺
い

跡
せき

（旧
きゅう

本
ほん

殿
でん

跡
あと

）出
しゅつ

土
ど

品
ひん

 一括
　武

ぶ

装
そう

石
せき

人
じん

 一点
　　　福岡県鶴

つる

見
み

山
やま

古墳出土
　大

おお

分
いた

県
けん

吹
ふき

上
あげ

遺
い

跡
せき

出
しゅつ

土
ど

品
ひん

 一括

〔歴史資料の部〕
　映画フィルム「史

し

劇
げき

楠
なん

公
こう

訣
けつ

別
べつ

」 一巻
　群

ぐん

馬
ま

県
けん

行
ぎょう

政
せい

文
ぶん

書
しょ

 一万七千八百五十八点
　八

や

瀬
せ

童
どう

子
じ

関
かん

係
けい

資
し

料
りょう

 七百四十一点
　　　　　　　万暦十二年十月吉日　日

にち

明
みん

貿
ぼう

易
えき

船
せん

旗
き

 一旒
　　　　　　　（麻布）

　高
たか

洲
す

家
け

文
もん

書
じょ

 百十七通

図表2-6-14 平成22年度の重要文化財（美術工芸品）の指定物件
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No.

国宝・重要文化財（美術工芸品）を取り巻く最近の状況
毀損事故
　指定文化財の輸送時や展示作業時の毀損など，人為的な事故による文化財の毀損事例が相次いで
報告されています。事故を未然に防ぐためには，常に文化財の状態を点検・確認しておくことが大
切です。
盗難事件
　平成19年度から21年度までの３年間における文化財（未指定文化財を含む）の盗難件数※は105
件でした。その数は増加傾向にあり，一層の防犯対策の強化が求められています。

※全国の都道府県教育委員会が把握している件数

　国民の宝である貴重な文化財の所有者や，それらの公開を行う博物館関係者
には，高い注意力が求められています。また，所有者や所在場所に変更が生じた
り，毀損・盗難等に遭ったりした場合には，文化庁に届け出る必要があります。
　所有者・関係者が，必要な注意点について十分に理解することが重要である
ことから，文化庁では，「国宝・重要文化財（美術工芸品）の所有者のための手
引き」を作成し，平成22年７月に全国の所有者に配布しました。手引きでは，
日頃から文化庁に多く寄せられる質問を中心に，日常的な管理や事件・事故と
いった緊急時の対応といったそれぞれの場面ごとに，注意点や届出の手続きを
分かりやすく解説しています。また，この手引きの配布に際して，博物館関係
者にも事故防止や防犯対策の徹底に関する注意喚起を図りました。今後も，貴
重な文化財の保存と公開を両立させるため，防災対策の充実に努める必要があ
ります。

国宝・重要文化財（美術
工芸品）の所有者のため
の手引き

図表2-6-15 平成22年度の国宝（建造物）の指定物件

久能山東照宮 本殿，石の間，拝殿

◎国宝（建造物）
平成22年12月24日指定（計１件）
・久

く

能
のう

山
さん

東
とう

照
しょう

宮
ぐう

 本
ほん

殿
でん

，石
いし

の間
ま

，拝
はい

殿
でん

◎重要文化財（建造物）
平成22年6月29日指定（計８件）
・旧
きゅう

木
きの

下
した

家
け

住
じゅう

宅
たく

（福
ふく

井
い

県
けん

勝
かつ

山
やま

市
し

北
きた

郷
ごう

町
ちょう

）　 ・名
な

草
ぐさ

神
じん

社
じゃ

・旧
きゅう

賓
ひん

日
じつ

館
かん

　　　　　　　　　　　　　　・琴
こと

ノ浦
うら

温
おん

山
ざん

荘
そう

・清
せい

流
りゅう

亭
てい

　　　　　　　　　　　　　　　・旧
きゅう

西
にし

村
むら

家
け

住
じゅう

宅
たく

・杉
すぎ

本
もと

家
け

住
じゅう

宅
たく

　　　　　　　　　　　　　・旧
きゅう

玉
たま

名
な

干
かん

拓
たく

施
し

設
せつ

平成22年12月24日指定（計７件）
・旧
きゅう

吉
よし

田
だ

家
け

住
じゅう

宅
たく

（千
ち

葉
ば

県
けん

柏
かしわ

市
し

花
はな

野
の

井
い

）　　 ・平
へい

安
あん

神
じん

宮
ぐう

・池
いけ

上
がみ

本
ほん

門
もん

寺
じ

宝
ほう

塔
とう

　　　　　　　　　　　・河
かわ

本
もと

家
け

住
じゅう

宅
たく

（鳥
とっ

取
とり

県
けん

東
とう

伯
はく

郡
ぐん

琴
こと

浦
うら

町
ちょう

）
・高

たか

室
むろ

家
け

住
じゅう

宅
たく

（山
やま

梨
なし

県
けん

甲
こう

府
ふ

市
し

高
たか

室
むろ

町
ちょう

）　　 ・清
きよ

水
みず

寺
でら

本
ほん

堂
どう

・俳
はい

聖
せい

殿
でん


